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指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店の指定の更新について

指定の有効期間の満了の日が近づいている事業者の方に更新の手続きについてお知ら

せします。一宮市では事務処理等の煩雑化を避けるため、下記のとおり更新手続期間を

設定いたしますので、更新を希望される事業者の方は、期間中に手続きをしていただき

ますようお願いいたします。 

（１） 更新の対象となる指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店 

・令和３年度に更新した事業者 

（有効期限が 2026 年 9 月 29 日までの事業者） 

 （給水指定番号 88～165 番、排水指定番号 81～123 番の事業者） 

・一宮市から新規に指定を受けた日が 

令和 3年 10 月 1 日～令和 4 年 9 月 29 日

（有効期限が 2026 年 9 月 30 日～2027 年 9 月 28 日の事業者） 

 （給水指定番号 377、379～385、387～392 番、 

排水指定番号 345～350、352～354 番の事業者） 

（２） 更新の手続き期間・更新指定証発行期間（開庁日） 

更新手続き期間  令和 8年 7月 1日(水)～7月 15 日(水)

指定証発行期間（予定） 令和 8年 9月 28 日(月)～10 月 9日(金)

※この期間内に更新手数料を納入いただき、古い事業者証と引き換えに新しい事業者

証をお渡しします。 

※郵送料の負担を条件に、郵送での受渡し対応が可能です。 

更新の申請書類提出時に、返信用封筒を 2通（※1）、および古い事業者証を同封し

てください。返信時に料金不足が発生しないよう注意願います。 

※１ 返信用封筒 2通の内訳 

・更新手数料の納入通知書郵送用 

（A4 サイズを 3つ折りにしたものが入るサイズ以上のもの） 

・新しい事業者証郵送用 

（A4 サイズが折らずに入るサイズ以上のもの） 

郵送での取扱いをしています。
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（３） 更新の申請に必要な提出書類     

指定給水装置工事事業者         下水道排水設備指定工事店 

様式第 1  申請書 第 1号様式 申請書 ※3
第 3号様式  誓約書 第 2号様式 誓約書 

給水装置工事主任技術者選任・解任届※2 第 3 号様式 責任技術者名簿 ※3 
別表 機械器具調書 第 4号様式 機械・器具調書

給水装置工事主任技術者免状の写し※2 第 5 号様式 事業所等の付近見取図

定款の写し ※4 責任技術者証の写し

登記事項証明書 ※4 定款の写し ※4 
写真（事務所外観）※必須 登記事項証明書 ※4 
写真（機械・器具）※任意 写真（事務所外観）※必須

別紙 1 指定更新時確認事項 ※4 写真（機械・器具）※任意

※2給水装置工事主任技術者選任・解任があった場合は提出してください。 

※3 排水設備指定工事店の事業所における責任技術者はこれまで 1 名以上の「専属」と

していましたが、令和７年４月１日より 1 名以上の「選任」となりました。また、同一

事業者内かつ愛知県内の事業所における責任技術者の兼任が可能となりますので、責任技

術者名簿には、選任された技術者を記載していただき、兼任している場合は、兼務状況の

チェック欄に 印を記入してください。 

※4法人は、定款の写しと登記事項証明書、個人は住民票の写しを提出してください。 

個人の方は、住民票の写し（市区町村で発行されるもの）を提出してください。 

  （給水、排水両方とも更新する場合は、1部の提出で可。） 

※5「別紙 1 指定更新時確認事項」については、下記の内容を確認する書類ですので、必

ず提出してください。 

（確認する内容）                    

1）一宮市が実施する講習会等への参加状況 

2）業務内容（営業時間・漏水修繕・対応工事等について） 

3）給水装置工事主任技術者の研修受講実績 

4）適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況 

・様式は、最新のものを一宮市ホームページからダウンロードしてください。ホームページを 

開き、下記のページ IDを入力してください。 

    URL：https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/ 

・指定給水装置工事事業者関係  ページ ID：1008172 

・下水道排水設備指定工事店関係 ページ ID：1008174  

※記載例を参考に記入してください。 

5ページ目の様式参照

8ページ目の様式参照

給水の更新の際に確認します。

責任技術者の専任が緩和。
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（４） 更新に係る事務手続き手数料 

指定給水装置工事事業者の指定の更新手数料   7,000 円 

下水道排水設備指定工事店の指定の更新手数料  7,000 円 

※指定証発行期間中（令和 8年 9月 28 日(月)～10 月 9日(金)）に納入していただきます。 

（５）提出先 

・一宮市上下水道部給排水設備課

   所在地：〒491-8501 一宮市本町 2丁目 5番 6号 一宮市役所 10F  

   ※郵送での受付も可能です。書類不備のものについては、受付することができませんので、

お間違えがないよう十分にご確認とご注意をお願いします。

・共同化窓口 

送付先：〒456-0053 名古屋市熱田区一番三丁目２番４４号 

名古屋上下水道総合サービス株式会社 協会事務局分室 

   ※共同化窓口は原則、郵送での受付となります。 

※下記の事務の共同化実施市町分は、まとめて共同化窓口へ申請できます（添付書類は１

部原本、他の該当市町分は写しでも可）。ただし、各市町で更新受付時期が異なりますの

で、事前に申請する各市町に確認の上、提出してください。 

給水と排水の両方：名古屋市、清須市、武豊町 

排水のみ：瀬戸市、春日井市、常滑市、江南市、大府市、尾張旭市、岩倉市、 

豊明市、日進市、愛西市、あま市、長久手市、扶桑町、蟹江町、 

阿久比町、東浦町 

（６）その他（注意事項） 

・更新後の有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から 5年間となります。 

・有効期間の満了の日を以って指定が失効します。失効日以降に一宮市内で新たに給水装置工

事、排水設備工事は行えません。 

・一宮市からの指定の有無を確認の上、提出してください。（指定は給水のみであったが、排

水も合わせて更新申請をした事例があります。） 

・一宮市で現在、登録している内容と更新時に申請する内容に差異がある場合は、変更の届出

をしてください。（更新申請と同時に提出していただいても構いません。） 

（７） 問合せ先  一宮市上下水道部給排水設備課  担当 野田（泰）・今枝 

TEL 0586－28－8660 FAX 0586－73－9256 

共同化窓口について

11ページ目の共同化のチラシ参照
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提出物確認リスト（給水）  ※ ■は必須です 

■ 指定給水装置工事事業者指定申請書              

■ 誓約書 ※注 代表者直筆サインまたは法人代表者印      

■ 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項         

■ 機械器具調書                        

□ 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 ※選任・解任があった場合 

個人事業主添付書類  

■ 住民票の写し 

■ 事務所の外観等の写真 ※表札、看板等が確認できるように 

□ 給水装置主任技術者免状または主任技術者証の写し ※選任があった場合 

法人添付書類  

■ 登記事項証明書（現在事項全部証明書） 

■ 定款の写し ※原本証明を行うこと 

■ 事務所の外観等の写真 ※表札、看板等が確認できるように 

□ 給水装置主任技術者免状または主任技術者証の写し ※選任があった場合 

---------------------------------------------------------------------------- 

提出物確認リスト（排水） ※ ■は必須です 

■ 下水道排水設備指定工事店指定申請書         

■ 誓約書 ※注 代表者直筆サインまたは法人代表者印  

■ 責任技術者名簿                   

■ 機械器具調書                    

■ 事務所の付近見取り図                

個人事業主添付書類  

■ 住民票の写し 

■ 事務所の外観等の写真 ※表札、看板等が確認できるように 

□ 愛知県排水設備工事責任技術者証の写し ※選任があった場合 

法人添付書類  

■ 登記事項証明書（現在事項全部証明書） 

■ 定款の写し ※原本証明を行うこと 

■ 事務所の外観等の写真 ※表札、看板等が確認できるように 

□ 愛知県排水設備工事責任技術者証の写し ※選任があった場合 
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第１号様式（第４条関係）

(あて先）
一宮市水道事業等管理者

申請者

　  一宮市下水道条例第７条第１項の規定による指定工事店の指定を受けたいので、 一宮市
下水道排水設備指定工事店規程第４条第１項の規定に基づき、次のとおり申請します。

氏　　　　　　　　　名 氏　　　　　　　　　名

電 子 メ ー ル

下 水 道 排 水 設 備 指 定 工 事 店 指 定 申 請 書

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

氏名又は名称

住 所

代 表 者 氏 名

新規　・　更新

事業の範囲

T E L

Ｆ Ａ Ｘ

役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者）の氏名

フ　　リ　　ガ　　ナ フ　　リ　　ガ　　ナ

様式がR7より変更しています

（責任技術者の専任の緩和による）
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（裏　　面）

事　業　所　の　名　称

事   業   所   の   所   在   地
〒

選 任 す る 責 任 技 術 者 の 氏 名 責 任 技 術 者 の 登 録 番 号

専属　から　選任　へ変わります。

（責任技術者の専任の緩和による）

様式がR7より変更しています
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第 ３ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）

（注）　１　責任技術者は、事業所ごとに１名以上選任している必要があります。

（注）　２　選任する責任技術者が、愛知県内の事業所について兼任している場合は、「兼務状
　　　　　況」の□の中にレ印をつけてください。
 　　　　　　責任技術者の兼任は、同一事業者内かつ県内の事業所での兼任に限ります。別事業
　　　　　者との兼任、あるいは同一事業者内であっても愛知県外の事業所との兼任は認められ
　　　　　ません。

〒

責 任 技 術 者 名 簿

令和　　　　年　　　　月　　　　日現在

フ　リ　ガ　ナ
住　　　　　　　　所

□

登　録　番　号 兼　務　状　況
責任技術者の氏名

〒

□

〒

申請者（氏名又は名称）

〒

〒

〒

〒

□

□

□

□

□

（責任技術者の専任の緩和による）

責任技術者の専任の緩和により、
愛知県内の他の事業所で
兼任があるかどうかの確認となります。

様式がR7より変更しています
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指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項  

氏名又は名称

郵便番号、住所 
〒000-1234 一宮市本町 2丁目 5番 6号 

代表者氏名 
一 宮 太 郎 

電話番号 
0586-123-4567 

① 提出先の水道事業者（水道事業者等の連携による広域開催も含む）が実施している

指定給水装置工事事業者講習会等の受講実績（過去 5年以内） 

 最新受講年月日（公表： 可  不可 ）

Ｒ7 年 2 月 20 日   ・  未受講 

（未受講の場合、その理由）※ 非公表 

② 指定給水装置工事事業者の業務内容 

 休業日、営業時間（修繕対応時間もご記入ください。） （公表： 可  不可 ）

休業日 ： 日曜日 年末年始     営業日 ：  月～土  修繕対応時間：  8 時～17 時

ＧＷに連休       

漏水等修繕対応の可否   

（該当部に○をつけて下さい。詳細な内容を記入することも可能です。）（公表： 可  不可 ）

屋内給水装置の修繕  埋設部の修繕 

その他（                       ） 

対応工事種別（新設・改造 等）：該当部に○をつけて下さい。（公表： 可  不可 ）

配水管からの分岐～水道メーター（ 新設  改造 ） 

水道メーター  ～宅内給水装置（ 新設  改造 ） 

その他 （公表： 可  不可 ） 

緊急時連絡先 ○○○-××××-△△△△（代表者携帯） 

※ 公表には、ホームページ等への掲載を含みます。 

※ 業務内容に変更が生じた場合は、速やかに指定した水道事業者にその旨を届け出るようお願いし

ます。 

一宮市 設備

未受講の理由を記入

（非公開）

記載例

漏水時の修繕対応の可

否や、その他に夜間・

休日対応について記入 

緊急連絡先等を記入 

-9-



③ 給水装置工事主任技術者等の研修受講実績（過去 5年以内） 

水道法施行規則 第 36 条  

法第 25 条の 8 に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次の各号

に掲げるものとする。（以下抜粋） 

4 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上の

ために、研修の機会を確保するよう努めること。 

受講者名（公表対象外） 研修会名、実施団体 受講年月日 

一宮 太郎 e-ラーニング、給水工事振興財団 令和2年 7月 20 日 

一宮 次郎 自社内研修、○○に関する業務研修 令和2年 7月 27 日 

上記内容の公表の可否（公表には、ホームページ等への掲載を含みます。）

可  不可 

外部研修については、受講を証明する書類（受講証等）の写しを添付してください。 

自社内研修については、研修内容を記載してください。 

受講者名は、公表の対象ではありません。 

行数が足りない場合は、必要に応じてコピー等してください。 

記載例

自社研修の場合は、

研修内容の記述

e-ラーニング・現地研修会で実施し

た場合修了証等の写しの添付

公表可能な場合は可とする。
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④ 過去 1年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を

有する者の状況 

水道法施行規則 第 36 条 

 法第 25 条の 8 に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次の

各号に掲げるものとする。（以下抜粋） 

2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターま

での工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を

生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその

者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。 

□「配水管からの分岐～水道メーター」の工事を施行しないため不要

過去 1年以内の工事実績がない場合は、直近の状況を記載してください。 

技能を有する 

者の氏名 

（公表対象外） 

配水管への分水栓の取

付・せん孔、給水管の接

合、いずれの経験も有し

ているか（○×を記入） 

資格等を有しているか（○×を記入） 工事 

年度  保有している資格等※ 

一宮 三郎 ○ ○ 配管技能者講習会修了者 

一宮 四郎 ○ ○ 配管技能検定会合格者 

社員A ○ × 

上記内容の公表の可否（公表には、ホームページ等への掲載を含みます。）

可  不可 

※以下に示す保有資格等（下線部）を記載してください。 

① 水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工 

（配管技能者、その他類似の名称のものを含む） 

 ② 職業能力開発促進法（昭和 44年法律第 64号）第 44条に規定する配管技能士 

 ③ 職業能力開発促進法第 24条に規定する都道府県の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程修了者 

 ④ 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る講習の課程修了者 

  （配管技能者講習会修了者、配管技能検定会合格者、配管技能者認定） 

資格を証明する書類（資格証等）の写しを添付してください。 

「配水管からの分岐～水道メーター」の工事を施行しない場合は、任意の記載となります。 

技能を有する者の氏名は、公表対象ではありません。 

行数が足りない場合は、必要に応じてコピー等してください。

記載例

給水装置工事に主に従事したもの

記載名については、公表対象外とする。

資格をもっていなくても、経験

を有していれば記入する。

保有している資格を記入する。

雇用関係又は下請け等も含み、給水装置工事に主に従事した者

の氏名等を記入する。（氏名は公表対象外）

工事を施行し

ない場合はレ

を入れる
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指定工事店のみなさまへ 
一宮市上下水道部より大切なお知らせ 

令和5年10月より指定給水装置工事事業者及び排水設備指定業者の登録等事務の共同化

を下記市町にて開始いたします。それにより、記載市町の工事店の指定に関する書類は、

上記提出先にてまとめて受付することができるようになります※3。 

（注）手数料の支払いや指定証の交付は、従来通り各市町で行います。 

○お問い合わせ先

一宮市上下水道部給排水設備課 

TEL0586-28-8660 FAX0586-73-9256

令和５年10月 1日より、下記市町※1の 

指定給水装置工事事業者・排水設備指定工事店の指

定に関する書類※2をまとめて提出することができます。

※1：受付できる市町は下記の通りです。記載以外の市町については、これまでと同じ各市町へ提

出して下さい。 

【給水】と【排水】の両方の指定に関する書類を上記提出先で受付可能な市町 

名古屋市、一宮市、清須市、武豊町 

【排水】 のみ上記提出先で受付可能な市町（給水はこれまでと同じ各市町へ提出）

瀬戸市、春日井市、常滑市、江南市、大府市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、

愛西市、あま市、長久手市、扶桑町、蟹江町、阿久比町、東浦町 

※2：以下の申請及び届出となります。 （別紙に補足説明記載あり）

１ 新規指定の申請     ２ 指定更新の申請    ３ 指定事項の変更の届出 

４ 指定証再交付の申請  ５ 指定の廃止・休止・再開の届出 

【提出先】 〒456-0053 名古屋市熱田区一番三丁目２番４４号 

名古屋上下水道総合サービス株式会社 協会事務局分室  

Tel:052-228-2611 

以下のウェブページにも掲載しています。 

一宮市ウェブサイト 

(https://www.city.ichinomiya.aichi.jp) 

ページ ID 1056992
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（補足）

※3：※1に記載の市町の書類に関しては、一つの窓口で受付が可能です。ただし、これまでどおり各市町に

提出された場合受付を拒むものではありません。

（例） 

Ａ市・Ｂ市・Ｃ町・Ｄ町において指定工事店である場合で、Ａ市・Ｂ市・Ｃ町は今回の提出先共同化参加の市

町であるがＤ町は共同化参加外の場合、現在は指定工事店から、市町それぞれに郵送等により必要な書類

を提出する必要があったが、令和5年10月からＡ市・Ｂ市・Ｃ町の書類については、一つの窓口（提出先）に市

町の部数分提出すれば受付可能。但し、共同化参加外のＤ町の書類は、現在と同じくＤ町に提出が必要で

す。 

〇提出書類について 

① 各種様式（申請書、届出書など） 

市町、給水・排水により内容が異なるため、各市町で用意されている様式により作成して下さい。

② 添付書類（登記事項証明、住民票の写しなど） 

共同化参加市町内であれば、添付書類は共通（一部追加提出書類有【各市町補足】）となっています。 

本書は１部のみご用意いただき、提出先である自治体数と同数のコピーを添えて下さい。

例：３市町に提出する場合、添付書類は本書１部+コピー３部、 

１市町に提出する場合、添付書類は本書1部+コピー1部 

※「定款の写し」の場合は本書なし、3市町ではコピー４部、1市町ではコピー2部ということになります。 

〇その他注意事項 

・給水装置工事及び排水設備工事の申請に関する窓口は、これまでと同様に各市町窓口となります。 

・今回の変更点のお知らせについては、各市町各々の指定工事店に対してお知らせいたしますので、チラシ

等が重複する場合もありますが、ご理解ください。 

（現在） （令和5年10月から）

新規指定・指定更新・
指定事項変更等
の申請・届出書類

※Ａ市・Ｂ市・Ｃ町は、今回の変更対象の市町。
　Ｄ町は、変更対象外の市町。

指定工事店

提出先

指定工事店

A市 B市 C町 D町

A市 B市 C町 D町

本

書

別紙
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様式第１０（第３４条関係）

（あて先）

届 出 者

（備考）　この用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。

変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日

住　　　　　　所

フ　リ　ガ　ナ
代表者の氏名

変更に係る事項

　 水道法第２５条の７の規定に基づき、次のとおり変更の届出をします。

フ　リ　ガ　ナ
氏名又は名称

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

一宮市水道事業等管理者

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

(15)

代表者の変更　　　　　　　○○　○○　　　　一宮　太郎　　　令和〇年〇月〇日

登記簿謄本に
記載の登記日
も記入して
ください。

役員の変更　　　　　　　●●　●●　　　　▲▲　▲▲　　　令和〇年〇月〇日

変更事項は、
1枚の届出書に
まとめて記入
してください。

記載例

一宮市本町2丁目5番6号
一宮市株式会社
代表取締役　一宮太郎

イチノミヤシカブシキガイシャ

一宮市株式会社

一宮市本町2丁目5番6号

代表取締役　一宮太郎

イチノミヤタロウ

記載上の注意点

登記簿謄本に記載の通りに
記入してください。
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第３号様式

申　請　者

（あて先）
一宮市水道事業等管理者

（備考）　この用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。

代表者氏名 　　　　　代表取締役　　一　宮　太　郎

記載例

　　　　　一宮市株式会社

　　　　　一宮市本町２丁目５番６号

誓　　　　　約　　　　　書

氏名又は名称

住 所

指定給水装置工事事業者申請者及びその役員は 、

一宮市指定給水装置工事事業者規程第４条第１項第３号

アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約します。

令和　　○　　年　　○　　月　　○　　日

氏名は自署してください。

(16)

代表者氏名は、自署してください。

印刷する場合は、代表者印が必要です。

登記簿謄本に記載の通りに記入してください。

記載上の注意点

アからキ
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④給水装置工事のしゅん工検査等について

１．給水装置工事のしゅん工検査について

   ・工事完了後、速やかにしゅん工届を提出し、検査を受けてください。

   ・立会いを要する検査については、事前に予約してください。　

２． しゅん工検査提出書類について

　（１）しゅん工届・検査調書

　 ・申込図面と現地が異なる場合は、しゅん工図面を添付してしゅん工届を提出してください。

   ・検査調書には、耐圧（水圧）試験の記録用紙または写真（時計入り）を添付してください。

   ・検査調書記入欄は、必ず現場を確認した後で該当項目のみ○印をつけるようにしてください。

   ・修正箇所には訂正印を押してください。

　（２）道路復旧完了届

   ・しゅん工届と同時に提出してください。

   ・工事写真については、承認工事写真撮影箇所一覧表を確認の上提出してください。

    別紙1～4参照

３．給水工事（道路分）について

   ・給水管の取付工事立会い申し込みは、事前に手数料等の納入確認及び道路占用等の

    許可があることを確認した上で、給水装置工事立会票を提出してください。

   ・舗装本復旧工事も、給水分岐工事と同様に、沿道住民へ周知してください。

   ・給水工事での保安設備、交通誘導員の配置は、現場状況に応じて行ってください。

   ・作業時間9時から17時までを必ず守ってください。

４．給水申込みに伴う水道メーターの受取・返却について

   ・事前に入金確認、給水装置の完了を確認の上、メーターの受取日・返却日が決まったら、

    受取日の2営業日前の15時までに電子申請（2次元コード　　　　　   又は、URL　https://

 　 logoform.jp/form/Z3LR/1033981)にて予約して下さい。

   ・予約は原則電子申請としますので、FAX、メール、電話、給排水設備課窓口での予約は不可

    とします。

   ・受取日に給水装置使用開始申込書を持参し、水道お客さまセンターでメーターを受取って

     下さい。返却の場合も同様です。
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頻度 項目 備考

設置完了

土留材検収

給水管等取付 １箇所毎
取付完了
防食シート(被覆後に)

既設管データ(管種、口径、出幅、土被

給水管布設工 １箇所毎 配管完了 全景(防食ﾃｰﾌﾟを巻いた後)

バルブ設置工
１箇所毎
(必要に応じて) 設置完了 バルブ筐設置も撮影すること

閉塞工
１箇所毎
(必要に応じて)

閉塞完了
防食シート(被覆後に)

管明示シート工 １箇所毎 設置完了
本管掘削部、布設部、他事業埋設管
も敷くこと

給水装置 １箇所毎
ボール止水栓、メーターBOX、
メーター取付完了

厚さ(20cm)

厚さ(20cm毎)

厚さ

乳剤散布完了

舗設完了

乳剤散布完了 側面塗布が確認できるように

厚さ

舗設完了

施
工
状
況

区分・工種
写真撮影箇所

着手前
・完成

着手前 1箇所毎 全景

完成 1箇所毎 全景

種類毎に１回
(必要に応じて)

着手前と同一箇所、同一方向に撮影

給水管等
取付工

給水管
布設工

管路土留工

付
帯
工

給水装置
その他

管路土工

管路埋戻
（管回り）

１箇所毎

管路埋戻 １箇所毎

舗装
仮復旧工

下層路盤 １箇所毎

表層 １箇所毎

舗装
復旧工

表層
(基層・上層路盤)

１箇所毎

給
水
管
等
取
付
工

承認工事 写真撮影箇所一覧表 【給水管・市道用】

－34－

*給水管と取付管同時埋設時でも、それぞれ１部づつ作成して提出すること。

別紙1
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頻度 項目 備考

１箇所毎 既設配水管状況 出幅、土被りが確認できるように

設置完了

土留材検収
１工事毎に1回
(必要に応じて) 設置状況

給水管等取付 １箇所毎
取付完了
防食シート(被覆後に)

配管完了 全景(防食ﾃｰﾌﾟを巻いた後)

側溝下の鋼管打ち抜き状況 狸掘りしないこと

バルブ設置工
１箇所毎
(必要に応じて) 設置完了 バルブ筐設置も撮影すること

閉塞工
１箇所毎
(必要に応じて)

閉塞完了
防食シート(被覆後に)

管明示シート工 １箇所毎 設置完了
本管掘削部、布設部、他事業埋設管
も敷くこと

給水装置 １箇所毎
ボール止水栓、メーターBOX、
メーター取付完了

厚さ(20cm)

厚さ(20cm毎)

厚さ

乳剤散布完了

舗設完了

乳剤散布完了 側面塗布が確認できるように

敷均し、転圧状況

厚さ

敷き均し温度、開放温度

舗設完了

各種標識類、保安設備の設置状
況

着手時、本復旧時
作業箇所のバリケード等の状況
必要に応じて夜間の設置状況も撮影

交通誘導警備員の配置状況

１箇所毎に1回

付
帯
工

舗装
復旧工

表層
(基層・上層路盤)

１箇所毎

安全管理

１箇所毎

舗装
仮復旧工

下層路盤 １箇所毎

表層 １箇所毎

管路土工

管路埋戻
（管回り）

１箇所毎

管路埋戻

給水装置
その他

施
工
状
況

給
水
管
等
取
付
工

既設管状況等

管路土留工

給水管布設工

開削水替工

給水管等
取付工

給水管
布設工

種類毎に１回
(必要に応じて)

１箇所毎

完成 1箇所毎

着手前
・完成

着手前 1箇所毎 全景

全景 着手前と同一箇所、同一方向に撮影

承認工事 写真撮影箇所一覧表 【給水管・県道、国道ほか用】
区分・工種

写真撮影箇所

－35－

重要

*給水管と取付管同時埋設時でも、それぞれ１部づつ作成して提出すること。

*側溝下は狸掘りをしない。鋼管打ち抜きで施工すること。その状況写真を
　つけること。

別紙2
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頻度 項目 備考

着手前 １施工箇所に１回 全景

完成 １施工箇所に１回 全景 着手前と同一箇所、同一方向に撮影

１施工箇所に１回 既設管状況 出幅、土被りが確認できるように

設置完了

土留材検収

１施工箇所に１回 取付状況
接合状況（マーキング、接着剤塗布等）
切片が確認できるように
接着、番線固定が確実に施工されており、
削孔箇所と支管にズレがないか

１施工箇所に１回 接合状況
切り管には標線を記入し、挿入前後を
撮影すること
勾配が確認できるように
（全景及び水平器のアップなど）

１施工箇所に１回 土被り
公私境界付近での土被りが確認
できるように

１施工箇所に１回 可とうマンホール継手取付
削孔、表面清掃、ボンド塗布、取付までの
一連の工程が確認できるように

１施工箇所に１回 内副管取付状況 ガス検知使用状況

１施工箇所に１回 取付完了 副管、インバート全景が写ったもの

埋設標識シート１施工箇所に１回 設置完了
本管掘削部、布設部、他事業埋設管も
敷くこと

厚さ(管基礎10cm及び管上
10cm)

１施工箇所に１回 厚さ(20cm毎)

厚さ

乳剤散布完了

舗設完了

乳剤散布完了 側面塗布が確認できるように

厚さ

舗設完了

管路土工

区分・工種
写真撮影箇所

着手前
・完成

布設完了

１施工箇所に１回
(必要に応じて)

１施工箇所に１回 取付完了

既設管状況

管路土留工

支管取付工

開削水替工 １施工箇所に１回
(必要に応じて) 設置状況

取付管布設工

１施工箇所に１回

１施工箇所に１回

管路埋戻
（管回り）

１施工箇所に１回

管路埋戻

舗装復旧工
（仮復旧）

下層路盤 １施工箇所に１回

表層 １施工箇所に１回付
帯
工

取付管布設

内副管取付工

施
工
状
況

承認工事 写真撮影箇所一覧表 【取付管・市道用】

舗装復旧工
（本復旧）

取
付
管
お
よ
び
ま
す
工

表層
(基層・上層路
盤)

－36－

*給水管と取付管同時埋設時でも、それぞれ１部づつ作成して提出すること。

別紙3
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頻度 項目 備考

着手前 １施工箇所に１回 全景

完成 １施工箇所に１回 全景 着手前と同一箇所、同一方向に撮影

１施工箇所に１回 既設管状況 出幅、土被りが確認できるように

設置完了

土留材検収

１施工箇所に１回 取付状況
接合状況（マーキング、接着剤塗布等）
切片が確認できるように
接着、番線固定が確実に施工されており、
削孔箇所と支管にズレがないか

１施工箇所に１回 接合状況
切り管には標線を記入し、挿入前後を
撮影すること

１施工箇所に１回 側溝下の鋼管打ち抜き穴あけ状況 狸掘りしないこと。

布設完了
勾配が確認できるように
（全景及び水平器のアップなど）

１施工箇所に１回 土被り
公私境界付近での土被りが確認
できるように

１施工箇所に１回 可とうマンホール継手取付
削孔、表面清掃、ボンド塗布、取付までの
一連の工程が確認できるように

１施工箇所に１回 内副管取付状況 ガス検知使用状況

１施工箇所に１回 取付完了 副管、インバート全景が写ったもの

埋設標識シート１施工箇所に１回 設置完了
本管掘削部、布設部、他事業埋設管も
敷くこと

厚さ(管基礎10cm及び管上10cm)

１施工箇所に１回 厚さ(20cm毎)

厚さ

乳剤散布完了

舗設完了

乳剤散布完了 側面塗布が確認できるように

転圧状況

厚さ

敷き均し温度、開放温度

舗設完了

各種標識類、保安設備の設置状況
作業箇所のバリケード等の状況
(必要に応じて夜間設置状況も撮影)

交通誘導警備員の配置状況

各品目毎 主要材料（管材）
寸法、形状、下水協、JIS、メーカーなどが
確認できるように

承認工事 写真撮影箇所一覧表 【取付管・県道、国道ほか用】
区分・工種

写真撮影箇所

着手前
・完成

施
工
状
況

既設管状況

取付管布設工

支管取付工

取付管布設

内副管取付工

開削水替工

管路土留工 １施工箇所に１回
(必要に応じて)

１施工箇所に１回 取付完了

１施工箇所に１回
(必要に応じて) 設置状況

１施工箇所に１回

取
付
管
お
よ
び
ま
す
工

管路土工

管路埋戻
（管回り）

１施工箇所に１回

管路埋戻

舗装復旧工
（仮復旧）

下層路盤 １施工箇所に１回

付
帯
工

表層 １施工箇所に１回

舗装復旧工
（本復旧）

表層
(基層・上層路
盤)

１施工箇所に１回

安全管理 １施工箇所に１回

使用材料

－37－

重要

*給水管と取付管同時埋設時でも、それぞれ１部づつ作成して提出すること。
*側溝下は狸掘りをしない。鋼管打ち抜きで施工すること。その状況写真をつけること。

別紙4

－35－-48-
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〇接続ます設置時の注意点

①接続ますを既設取付管に接続する前には、既設取付管に水平器を当てて、流下

に十分な勾配が取れているか確認をしてください。勾配が確保されていない場

合は、自在受口片受直管( ＝0.8)が垂れ下がっている可能性があるため、管周り
を掘削して取付管を持上げて十分な勾配が確保できるようにしてから接続ます

の設置をお願いします。

管周りを掘削しても取付管が持ち上がらずに勾配が確保できない場合は、 

給排水設備課検査・立会グループに至急ご連絡ください。現地確認を行います。

②接続ますを設置する箇所が道路盤よりかなり高くなっており、掘削面内で

の作業に危険が伴うと判断された場合は、土留矢板の設置をお願いします。

また、水替え等の補助工法を施し、取付管及び下水道本管へ土砂を流入させ

ないようにお願いします。

受口プラグ(キャップ)取外し後、管に水平器を当
てて、勾配を確認する。また、公道のマンホール蓋

を叩いて伝達音より下水取付管であることを確認
する。間違って下水取付管以外の管に接続をしな
いよう注意をする。

道路より宅盤が非常に高く、掘削深さが 1.5mを超える
場合、宅盤が軟弱で危険な場合、取付管に土砂の混入する

恐れがある場合等は土留矢板の設置をお願いします。ま
た、水替え等の補助工法を併用して、下水道管内に土砂を
混入させないようにお願いします。

下水道本管内に土砂が堆積し本管閉
塞する可能性がある。その場合は原
因者負担での機能復旧となります。

取付管内に土砂が堆積し宅内排水が
流せなくなります。この場合、原因者

負担での機能復旧となります。
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③接続時に切り欠いた破片が取付管内から見つかったことがあります。それが

原因で取付管内が詰まることが過去にあったため、破片は絶対に流さないよう

注意してください。原因者の負担で管清掃をして頂く場合がございます。

〇排水設備施工時の注意点

なんらかの理由により取付管が宅地内まで届いていないことがあります。

最近施工されたものについては、竣工図に届いていない理由等が記載され

記録に残っているために事前にお伝えできますが、記録も無く宅地内を掘削し

たときに判明する場合があります。主な理由としては、境界近くに大きな水路が

あり、築造時の土留矢板が残置されている。または土中内に板柵が残置されてい

る。道路と宅盤との高低差があり石積が土中内に残置されている等の理由によ

り取付管が宅地内まで届いていなかった例がありました。

特に浄化槽から公共下水道への切替工事については、浄化槽の廃止により一刻

も早く生活排水を公共下水道へ流すことが必須となります。事前に取付管の確

認をしてからの排水設備の施工をお願いします。

布設されている状況によっては、道路内を掘削しなければならなく、

取付管を延長するのに数日を要する場合があります。

土中に残置されている土留矢板、板柵、
石積み等により、宅地内まで取付管が届
いていない場合があります。

排水設備の施工
よ り 優 先 し て 
取付管の確認を
お願いします。
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〇打音による接続確認について

① 取付管に接続桝を接続する際には、公道部にある下水道マンホールの蓋を

叩いて、音が響いて来ることを確認してから接続をしてください。

② 地域によっては、公道部に雨水専用管があり、宅内に雨水取付管が引き込

まれています。誤って雨水取付管に接続桝を取付した事例がありましたの

で十分確認を行ってください。

③ マンホール蓋を叩いても音が響いて来ない場合は、給排水設備課へ連絡を

お願いします。現地にて下水道管内カメラにて調査をします。

平面図

マンホール蓋

音

音

音

音

音

【ハンマーで蓋を叩く】

下
水
道
本
管

雨
水
専
用
管

下水取付管

雨水取付管

官
民
境
界
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〇下水取付管施工時の注意点

①掘削深に応じて、掘削寸法が変わります。安全に掘削するために、取付管工事承認通知書にある土工

　図に示された掘削寸法で施工するようにしてください。

②立会時に取付管工事承認通知書にある土工図に示された掘削寸法に満たない状況で施工している場合

　が見受けられます。常習的に見受けられる場合は、工事を中止して頂く場合があります。

③素掘りにおいても、掘削断面内の土壌の状態が悪い場合は、土止め支保工を施して安全に掘削を行って

　ください。

④掘削深に応じて、支保工の段数も決まります。矢板の掘削底面からの根入れは20㎝必要になります。

⑤技能講習を修了した地山掘削作業主任者、土止め支保工作業主任者を配置して施工してください。

⑥メカロックの使用は、水替工をしっかりと行った場合でも、湧水量が多くて接着での支管接続ができ

　ない場合のみ使用が可能です。

⑦管更生済みの下水道本管に接続する取付管を施工する場合は、あらかじめ施工方法について担当者に

　確認をするようにお願いします。

⑧取付管施工時に下水道本管に亀裂が入ってしまった事案が数件発生しています。どの案件も本管削孔

　時に発生しています。施工時には必ず市職員立ち会いの下での施工をお願いします。

【掘削深3.0m～】 【掘削深2.0m～3.0m】

【掘削深1.5m～2.0m】 素掘り【掘削深　～1.5m】

1.5ⅿ
1.5ⅿ

1.5ⅿ
2.0ⅿ2.5ⅿ

2.0ⅿ

1.2m
1.2ⅿ

下
水
道
本
管

下水取付管

根入れ20㎝以上確保する
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〇道路掘削時の注意点
①掘削時の地下水位を予測して事前に水替え設備をお願いします。特に掘削深度が深い場合は、

　事前に付近の施工実績データを収集し対策をお願いします。水替えが不十分であると周辺地盤

　へ影響が出るほか、他の埋設物にも影響がでます。

　必要に応じて、ウエルポイント工法を使い地下水位を下げることにより、矢板裏からの砂など

　の流入を防止するようお願いします。

②施工中に水中ポンプが目詰まりを起こし、掘削内に出てくる地下水の処理が十分ではない場合

　があります。日ごろから水中ポンプのメンテナンスをしっかり行うようお願いします。また、

　掘削中に故障しても対応できるよう代替機の用意をお願いします。地下水の処理が不十分なた

　め下水道本管が濡れた状態で取付支管を設置した場合、接着不良により浸入水が発生すること

　があります。カメラ調査により浸入水が確認できた場合、再施工をお願いすることとなります

　のでご注意ください。

水中ポンプでは
対応出来ない

ウエルポイント工
法等を採用し、掘
削断面内の水位を

下げる

地下水位を下げて、下水道本
管表面をドライにする

表面が濡れた状態で取付支管を固着すると
接着不良を起こして浸入水の原因になります
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③地下埋設物に注意して掘削を行ってください。他企業の埋設物はもちろん、近接する家屋等の下

　水道取付管の位置を事前に台帳図から把握し、掘削前には周辺の排水設備（接続ますの位置）も

　確認した後に、掘削作業を行ってください。

④写真のように掘削面内に既設下水道管が出てくる場合には、事前に取付管が存在していることを

　把握していなかった場合、バックホウのバケットで折損する可能性があります。折損した場合、

　周辺地盤の土砂が混入し、取付管や下水道本管が閉塞する可能性があります。

既に下水道へ接続している
家屋は接続ますの位置で取
付管の設置位置が分かる。

下水道へ未接続の取付管は、
台帳に記載している上流マ
ンホールからの距離や現地
にある表示ピンで位置を確
認しておく。

新設下水道取付管

距離が近い場合
折損の危険性あり
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(7)　下水道法にかかる特定施設等の届出について
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上下水道部施設保全課です。 

場所は、東部浄化センターです。 

オンライン提出のための届出フォームを準備中

下水道の使用者です。届出が行われないと下水道を使

用できませんので、指定工事店の方々も覚えておいて

ください。

市ウェブサイト上で ページ ID 1011622 からダウン 

ロードできます。また、東部浄化センターでもお渡 

しできます。

環境部への届出は、下水道を使用する届出にはなりま

せんので、上下水道部への届出が必要です。

下水道法にかかる特定施設等の届出について 

工場や事業場に設置される施設には、法令により使用開始する前に届出をしなければな

らないものがあります。新規下水接続時はもちろん増改築、施設更新時にも届出が必要な場

合があります。届出は下水道使用者の義務であり、届出されない場合や虚偽の届出をした場

合には罰則の対象となることもあるため、指定工事店の方々も漏れがないよう理解してお

いてください。 

届出が必要かどうかの確認やその他届出に関するお問い合わせは、下記まで。 

施設保全課 水質管理グループ (東部浄化センター)  電話(0586)73-5487

『特定施設』と『除害施設』です。

特定施設…人の健康や生活環境に害を及ぼす汚水を

排出する施設 ※排水設備指針 P.7-12～25
除害施設…汚水を処理してきれいにする施設

届出対象の施設は

何ですか？

届出先はどこです

か？

誰が届出するので

すか？

届出の様式はどこ

にありますか？

市環境部へ同様の

届出をしたのです

が必要ですか？
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